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宿 。 日 直 規 程 (案 )

宿直または 日直勤務については、 この規程 の定める ところによる。

宿直お よび 日直の勤務時間な らびに手当は次の とおりとする。

宿 日 直 時 間 手 当 額

1回につき平日8oo円
休 日1,000円

正午 より翌 日午 前 9時迄 900円

直 午 前 9時 より午後 5時迄 1,000円

2 宿直または 日直者は、次の宿直または 日直者に引継 ぐまでは、前項 の時

間後であつて も、 なおその勤務を継続 しなければな らない。

第 3条 宿直および 日直は、男子従業員が輸番 に より勤務する。ただし、 日

直は女子従業員 にもさせ ることが ある。

2 理事長は、次の各号の一に該当する者については、宿直または日直を免

除す る。

(1)健康診断 の結果、医師 が不適当 と認 めたもの。

(2)そ の他特に免除を必要 と認 めた もの。

第 4条  宿直お よび 日直者は 1回 1名 とす る。

第 5条  宿直または 日直に当る ものが、体暇、欠勤または 出張等の事由に よ

つて勤 務す ることがで きない場合 は、 あらか じめ総務部長に届け出て、総

務部長は交替者 を決 めなければな らない。

第 6条 宿直お よび 日直の勤務は次 の とお りとする。

(1)事 務所な らびに事業所内における火災盗難そ の他事故災害 の予防につ

とめること。

平 日か よび休 日 午後 5時 より翌 日午 前 9時迄



(2)宿直 または 日直時間中、原則 として 2回所 内を巡視す ること。

(3)接受 した文書 (電話を接受 した場合 は、その要領を記載 した文書 を含

む。 )の保管 をす ること。ただ し、緊急 に処理 する必要があると認 めら

れるもの、または特に重要な ものは、すみやかに総務部長 に報告 し、そ

の指示 に従 うこと。

(4)接受 した文書 については、所定 の時間外受信簿に記載 し、翌朝業務開

始 までに通常勤務者、休 日の場合には 日直または宿直者に引継 ぐこと。

(5)来訪者 の応接 を し、その必要事項 を記録す ること。

(6)火 災、事故等異常 を認 めた ときは、臨機の処置をとると共 に、ただち

に総務部長に報告すること。

第 7条  宿直お よび 日直者は、宿直お よび 日直の勤務時 間を厳格に守 り、そ

の時間中は勤務以外 のた めに外出 し、 その他勤務 に支障をきたす ようなこ

とを しては な らない。

2 傷病その他やむを得ない事情 に より勤務を離 れ ようとす るときは、総務

部長 に届け出て許可 を受けなければな らない。

第 8条  宿直または 日直者は、所定の宿 日直日誌に勤務中の事故そ の他必要

事項を記入 し、総務部長 に提 出 しなければな らない。

第 9条 理事長は、業務の特殊事情 を考慮 し、宿直 および日直勤務な らびに

手当に F■lし、特別措置を とることが ある。

付  則

この規程は、昭和 47年 6月 15日 か ら実施す る。


